
2枚で１セットです 

 

※
印
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

保険料計算はこの月分にします。仮に届出の受付が、10月 6日の場合「10月

分保険料に計算済」となり 10月分保険料納付の際に 9月分も併せ徴収するこ

とになります。(保険料告知書及び計算書の随時欄に表示されます) 

 


